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開 館 時 間
休 館 日

午前９時～午後５時１５分
年末年始（１２月２９日～１月３日）
クロスパル高槻の休館日
※令和８年度は、５月１０日、７月１２日、９月１３日
１１月８日、１月９日～１１日、３月１４日が休館日

４月は「若年層の性暴力被害予防月間」

性暴力の悩み、ひとりで抱え込まないで
性別・年齢を問わず相談できます
性犯罪・性暴力被害者のため
ワンストップ支援センター

#8891
はやくワンストップ

今後の講座予定 ※講座内容等、予告なく変更となる場合があります
参加無料
保育あり

男女共同参画の視点を学びながら、自己の可能性を広げ、活躍できる力を身につける講座です。
男女共同参画の基礎的な知識を学び、課題解決力を高めるなど、５回の連続講座で充実した内容
をお届けします。
この講座を通じて、自分らしく活躍する力を磨きましょう。

とき

場所

5月9日、16日、23日、30日、6月6日の土曜日
午前10時～正午
クロスパル高槻4階 401号室

女性人材リストに登録しませんか
高槻市では、市政にかかる政策・方針決定過程への女性の参画を促し、審議会等への女性委員登用を

積極的に進めることを目的に「審議会への女性委員登用促進要綱」を定め、「高槻市女性人材リスト」
を作成しています。エンパワーメント講座を受講し、一定の条件を満たした場合に、市内在住・在勤の
75歳以下の女性が登録できます。リストに登録された人は、市の審議会委員選考の際に委員候補として
情報提供されます。

性犯罪被害者相談電話（警察）

#8103
ハートさん

性暴力に関する
SNS相談「Cure �me」

キュアタイム

審議会等委員候補となる

● 私の力を磨くエンパワーメント講座

性犯罪・性暴力は重大な人権侵害であり、決して許されません。
入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリス

クが高まる時期である４月を「若年層の性暴力被害予防月間」としています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、もし、自分が同意していな

い性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談し
てください。

●
●

女性の職業生活に関する数値の推移

企業等規模 改正前 改正後

301人以上 男女間賃金差異に加えて、
2項目以上を公表

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、２項目以上を公表

101～300人 1項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、１項目以上を公表

◎法律の有効期限が

◎情報公表の必須項目の拡大

令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長され
ました。

◎職場における女性の 健康支援
女性の健康上の特性への配慮も法律に盛り込まれました 詳しくは厚生労働省のHPをチェック！

これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金格差について、101人以上の企業に
公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます。（従業
員数100人以下の企業は努力義務の対象です。）

女性の職業生活において、女性特有の健康課題や症状が及ぼす影響に配慮
した取組が行われることが望ましいです。なお、性別を問わず、職場の働き
方改革等、女性だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効です。

1.図 男女間賃金差異の推移 図2.
（企業規模

役職別管理職等に占める女性割合の推移
100人以上）

が されます 令和8年4月1日から

女性の職業生活における活躍に関する取組の有効な指標である男女間賃金差異は、長期的に見ると縮小傾向にあり
ますが(図1)、その縮小ペースは緩やかであり、国際的に見れば依然として差異が大きくなっています。男女間賃金
差異の大きな要因の一つとされている管理職に占める女性の割合も、長期的には上昇傾向にありますが(図２)、依然
として低い水準に留まっています。 ※図はいずれも内閣府「月間総合情報誌『共同参画』9月号」より作成

１０年延長

(%)

男性を100としたときの女性は

※男性労働者の所定内給与額を１００としたときの、女性労働者の所定内給与額の値

一般労働者 民間企業の係長級

民間企業の課長級

民間企業の部長級

一般労働者のうち正社員・正職員

（備考）１．厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成
　　　　２．一般労働者とは、常用労働者のうち短時間労働者以外の者
　　　　３．正社員・正職員とは、一般労働者のうち、事業者で正社員・正職員とする者

（備考）１．厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成
　　　　２．令和２年から、調査対象が変更となり、10人以上の常用労働者を雇用する企業を集計
　　　　　　しているが、令和元年以前の企業規模区分（100人以上の常用労働者を雇用する企業）
　　　　　　と比較可能となるよう、同様の企業規模区分の数値により算出。
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